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令和５年度 出資法人等経営評価の実施方針 

 

                        令和５年４月１４日 

 総務部出資団体指導・行政監察室 

 

 

 令和５年度の出資法人等経営評価については、「出資法人等の経営評価及び運営指導

に関する指針」（平成１４年８月１日制定）によるほか、次により実施することとする。 

 

１ 基本的な考え 

（１）自主的な経営改善策の実施 

   出資法人等は、自ら経営評価を行うことにより、経営の現状と課題について自己

評価するとともに、改善すべき事項については、速やかに必要な対応策を実施する。 

   令和５年度経営評価書に基づき、法人事業の必要性・存在意義など現在の社会情

勢及び将来を見通した事業の見直しを検討する。 

（２）県の指導・監督の充実 

   県は、出資法人等に対し統一的・客観的な経営評価結果に基づき、当該法人が経

営課題等を有する場合は、その解決を図るため、経営状況に応じた的確な指導・監

督を行い、経営の健全化を図る。特に、実地検査については、年度内の可能な限り

早い時期に確実に実施する。 

（３）県民に対する情報提供 

   出資法人等の経営評価については、県民への公表及び情報提供を行う。 

（４）改革工程表等に基づく「出資団体改革」の検証 

   改革工程表等の目標達成に向けた取組等について、経営評価を通じて検証するこ

とにより、着実な出資団体改革を推進する。 

（５）社会情勢の変化への適切な対応 

   経営評価を通じ、コンプライアンス経営の徹底など社会情勢の変化についても適

切に対応していくよう、必要な指導を行う。 

（６）出資団体等経営改善専門委員会 

   法人のあり方や経営状況など、特に課題があると判断される出資法人等について

は、経営改善専門委員会の意見を踏まえて評価する。 

 

２ 経営評価の実施法人 

  評価対象は、県の出資法人等への関わり方に関する基本的事項を定める条例（以下

「条例」という。）第８条「県の出資割合が４分の１以上である法人」及び「県の財政
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的援助が総収入の２分の１以上である法人」に基づき、令和４年度の収支決算額が１

億円以上の出資法人等と規定されている。 

なお、出資法人等の自主的な経営改善努力を促す観点から、条例対象外の県内法人

についても、所管課の協力を得て経営評価を実施することとする。 

経営評価対象法人   ３３法人 

  条例第８条対象法人   条例第８条対象外法人  

２１ １２ 

 

３ 経営評価の視点 

（１）経営評価に当たっては、「目的適合性」、「計画性」、「組織運営の健全性」、「効率

性」、「財務の健全性」の５つの評価の視点を設定し、さらに「事業内容と設立目的

の合致」、「目標達成状況」、「実効性をもった監事監査の実施」、「役職員数の抑制」、

「正味財産増減額（経常利益）」など４７項目の評価指標により評価を行う。 

   特に、法人のあり方・存在意義が問われることから、「目的適合性」、「計画性」

の評価に重点を置く。 

（２）各指標のうち「正味財産増減額（経常利益増減額）」や「平均目標達成度」など、

重要性が高い７項目を設定し、これらの評価得点が低い場合には「警戒指標」とし

て表示することにより注意を喚起する。 

（３）所管課及び経営評価チームは、評価結果に対する意見、経営上の課題等に関する

意見を記述し、事業の公益性など行政的な評価も考慮して総合評価を行い、５つの

視点のうち特に取組を強化すべき視点を表示する。最終的に、出資法人等の経営状

況を４つの評価区分で表示する。 

 

評 価 区 分 

概ね良好 改善の余地あり 改善措置が必要 
大いに改善を要する又は

緊急の改善措置が必要 

 

４ 議会への報告 

  経営評価結果に係る次の事項については、県議会（令和６年第１回定例会）に報告

する。 

（１）出資法人等全体に係る経営評価結果の概要 

（２）個々の出資法人等の経営評価結果の概要 

（３）経営改善専門委員会の意見書及び県の対応方針 
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５ 県民への情報提供 

  経営評価結果に係る上記の事項については、県ホームページ上で公表する。 

 

６ 実施スケジュール  

時  期 内  容 

令和５年６月      経営評価書の作成・提出（所管課及び出資法人等） 

    ７月～８月  ヒアリングの実施 

10月  経営評価チームによる評価の実施等 

11月  評価結果の通知（所管課及び出資法人等あて） 

12月 
評価結果に係る対応措置の検討 

（所管課及び出資法人等） 

令和６年１月 評価結果の対応措置の取りまとめ 

２月  経営評価結果の県議会報告、県民への公表 

 

７ その他 

経営評価の実施に当たっての詳細については、別に定める令和５年度出資法人等経

営評価書作成要領によるものとする。 

 


